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役員等の報酬等に関する規程 

 

第１章 総 則 

 (目的)  

第１条 この規程は,社会福祉法人佐賀キリスト教事業団（以下「法人」という｡）の役員(理事及

び監事)、評議員、評議員選任・解任委員及び福祉サービス相談委員会委員（以下「役員等」

という｡）の報酬、費用弁償、退任慰労金、及び慶弔について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

第２章 報酬及び費用弁償 

 (報酬) 

第２条 法人の役員等に対して次の業務に従事した場合は報酬を支給する。 

ただし､役員等が職員である場合や業務の主催者から報酬相当額が支払われた場合には、こ

れを支給しない。 

（１）理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会、法人福祉サービス相談委員会への参画 

（２）法人用務のため理事長が依頼した行事会議などへの参画 

２ 報酬は次のとおりとする。 

報酬額                

理事長               別表に掲げる額       

副理事長     別表に掲げる額 

理事・評議員          日額   ８，０００円 

評議員選任・解任委員      日額   ８，０００円 

監事              日額   ８，０００円 

(監事監査等実施の場合)      日額  １６，０００円 

福祉サービス相談委員会委員   日額   ５，０００円               

３ 用務が出張の場合で２日以上にわたるときは、１日に付き１６，０００円を支給する。 

４ 役員に対して、各年度の総額が７０万円を超えない範囲で支給することができる。 

  

(法人用務依頼) 

第３条 役員等の法人用務は理事長が依頼する。 

 

 (費用弁償) 

第４条 役員及び評議員等に費用弁償として支給する旅費の額は、特別養護老人ホームシオンの 

  園の職員の定めにより支払い、支払方法については、特別養護老人ホームシオンの園の職員

の例による。 

 

第３章 退任慰労金 

(慰労金の算定) 

第５条 退任役員及び評議員に対する退任慰労金の金額は、次の基準に基づき算出した額とする。 

なお、１期は理事の任期の２年とし、評議員の１期は、理事の２期に相当するものとする。 

  

１期未満          ２０，０００円 

１期以上～３期未満     ４０，０００円 

３期以上～５期未満     ８０，０００円 

５期以上～６期未満    １００，０００円 

６期以上においては、評議員会において決定する。 
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第４章 慶弔 

(役員及び評議員の慶弔) 

第６条 役員及び評議員の慶弔の方法は、次の各号によるものとする。 

１ 役員及び評議員が死亡した場合は、１０万円以内の範囲で御花料をその遺族に対して贈る

とともに、理事長名の弔電をもって弔意を表す。 

 ２ 役員及び評議員の配偶者が死亡した場合には、５万円以内の範囲で御花料をその遺族に対

して贈るとともに、理事長名の弔電をもって弔意を表す。 

３ 役員及び評議員が疾病等のため、３ヶ月以上入院した場合は、見舞金として１万円を贈る。 

 

                 第５章 改正その他 

(改正) 

第７条 この規程を改正する必要が生じた場合には、評議員会の議決を経なければならない。 

 

 

 (公表) 

第８条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の

支給の基準として公表する。 

 

 (補則) 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て決定するものとする。 

 

附則 

この規程は 2007（平成１９）年４月１日から施行する。 

この規程は 2014（平成２６）年４月１日から施行する。 

この規程は 2015（平成２７）年１月１日から施行する。 

この規程は 2017（平成２９）年４月１日から施行する。ただし、改正社会福祉法附則第９条

の規定により 2017 年 4 月 1 日までに選任される評議員の選任に係る選任・解任委員会への出

席に関わる報酬は、この規程の例により支給する。 

この規程は 2019（令和元）年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

(別表)理事長及び副理事長報酬表 

号 俸 理事長 副理事長 摘  要 

 １号俸    125,000 円  100,000 円 継続かつ定期的に就業する

理事長及び副理事長の報酬月

額 

法人の職員を兼務する場合

はこの規定を適用しない。 

２号俸   188,000 円   150,000 円 

３号俸    250,000 円   200,000 円 

 ４号俸    313,000 円   250,000 円 

５号俸    375,000 円   300,000 円 

６号俸    438,000 円 350,000 円 

７号俸    500,000 円  400,000 円 

８号俸    563,000 円   450,000 円 

９号俸   625,000 円   500,000 円 

 

 

 

 

 


